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「子ども・子育て関連３法」が２０１２年８月、全ての子どもが良質な環境の中で育つこと

を保障し大切にする社会、出産・子育て・就労の希望がかなう社会、仕事と生活の両立支援で

充実した生活ができる社会をめざすことが示されました。しかし現状では、待機児童の問題が

深刻化しており、都内の待機児童数は２０１４年４月現在８,６７２人にのぼっています。 

私達は、待機児童解消とともに保育の質の確保、即ち面積や施設・設備の充実とともに、何

よりも保育サービスを支える人材の育成と確保と処遇改善が重要だと考えております。保育サ

ービスの質の向上は、体制やシステムの充実と共に、最終的には人に宿り蓄積されていくもの

だと考えます、子どもと共に自らも成長していくことが必要な仕事です。しかし、多くの保育

サービスの現場において、非正規化の進行などにより労働条件が悪化し、定着率の低下や人手

の確保が困難となる状況が生まれています。保育士の有資格者も「潜在保育士」となっている

ことが少なくありません。 

 

保育従事者の処遇改善が喫緊の課題であり改善を求めます。 

 

１．職場リーダの育成 

  ・勤務年数が短い（  結婚・出産を理由、給料安い、他）

   

                 リーダ、園長候補者不足

 

 ・仕事量が多い、労働時間が長い、クレーム対応（保護者、他）、事故対応 etc

 

 ・都の役割（職場リーダ育成、経験者再雇用、保育従事者研修（レベルアップ）） 

                        給料に反映             

２．処遇の改善                    12 か月＋４か月（賞与） 

 ・給料が安い（正規269.3 万、非正規206.2 万） ※東京都最低賃金なみ 

  （888円／Ｈ×160Ｈ／月＝142,080円）×1６か月＝２,273,280円 

  ・処遇改善のための補助金が、直接個人に反映される仕組み 

   ・潜在保育士の再活用⇒経験キャリア評価する（現行は、新規採用と同等程度）

   ・将来不安（保育ピーク後の継続雇用）

 

子どもと夢を育む保育の仕事を、将来に不安のある仕事ではなく、子どもの憧れの存在にし

ていかなければなりません。保育の質を向上させることは、子どもが大切にされることで自己

肯定感を持ち、自信と生きる力を持つことで、次の社会を支える人材に育っていくことに繋が

ると考えます。是非、東京として全国に誇れる「子供・子育て支援事業計画」を策定して頂き

ますようお願い致します。 

以 上 

子どもと夢を育む仕事？ 
1年以下21.7% 

2～3年27.2％ 約50％ 

4～5年 20.8% 約 70％ 


